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発達障害をもっ乳幼児とその家族に対する

通園施設の役割

一「通国施設lζおける就芋前教育(療育)の全国実態調査lより
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問題提起

従来，精神発達遅滞7J-の社会での位低づけは.異質な

ものを排除するという文化によって社会から拒否される

か.あるいは f保護Jの名のもとに社会のおもて舞台か

らは隠されるかして，いすれにしても?れと第二市民とし

て位凶づけられ，社会のいわゆる「お何物」として吸わ

れてきた。

乙のような社会のあり}jは，精神発注遅滞者だけでな

く，彼らをとりまく家族，続族lζ否定的な影響を与えな

い訳にはし、かなし、。そして結果的1(.新たに生を受けた

精神発注遅滞児は.'t育のための社会関係に隊&を生じ，

もともとの降客とは日IJの第二次的障答を独得したり，あ

るいは発途を促されないままである ζ とか多い。そのζ

とがまた精神発達遅滞者κ対する社会の偏見を助長して

いくというように，そ乙には社会の文化繊造からくる悪

循環をみとめる乙とができる。

乙の必循環lζ注目し，その原因を採るととも1(.そ

の悪循環を立ち切る運動かYニ71)金二会Jシと言わ

れるものである。乙のilli動は.個人の内l函にある意識

の変革から.生活条件4整備のための社会的制度要求実践

まであらゆるレベノレを含んでいるが，その主たる目的は，

精神発進遅滞者が第一市民としての人格や権利を取り炭

すζとであり.換言すれば多くの健常者が通72・享受して

いる人生を隊害者が経験する乙とであり.さらにそのよ

うκする乙とが社会全体にとっても有益であるとする価

値観をもっ社会システムをillJる乙とをめさしている。

中幽康夫(1981)は，日本においてはノーマリゼーシ

ョンの々え方がまだ定着していないと述べている。北欧

で成熟してきたノー7 リゼーション1(共通する基本的視

点、は，中園やW.G.ブロンストン(1976)の見解から.

次の 4点iζ集約する乙とができると筆者は考える。

まず第ーには，一般の人々が経験する特別でない待通

の人生を経験するために.障害省がノ ーマノレな生活を獲

得する乙と，また第こには，降宮者が年齢相応の行動が

できる ，あるいは敏いを受けるという，援助においてラ

イフサイクルの視点を重視するという乙とである。とか

く精神発達遅滞省は 「恐怖Jの対象とされたり . r永遠

の子どもたち」と捉えられてしまう乙とにより ，ノー7

Jレな生活から疎外され，偏見が助長されていた。

乙のような視点について研究有たちは具体的に次のよ

うに考えている。 例えば.M. E.パンク ・ミyケルセン

(Bank=Mikkelsen. M. E.)は??通の人生経験lζ備わっ

ている傾媛，すなわち住居.仕事.余暇という三つの領

域について，それぞれ児童と成人との湯合に分けて，そ

の年齢IC:適切な媛助の基本的内容を終える必要があると

述べている。また.B.ニノレジェ (Nilje.B.)は，一日 ，

一週間，一年間のノーマルなリズムのある生活を地峡社

会の人々とともに経験できる乙と ，そして乳幼児期，

学総期 T守ー年期.壮年期，老年期といった発達段附にお

いてノ ー7 ノレな経験をする機会をもつようになる ζと，と

述べている。そして.W.ウォルフェンスパーガー(Wol-

fensberger， W.)はイメージ ・解釈，レ ァテルといった対

人関係でのよ忍知機造に影響を与えるイデオロギーに特に

注同し，社会の機成貝の意識変革のi屯要性を説き..¥ま識

変革のための条件整備を/ーマリゼーションの実践課題

としているか.その際特に年齢への配慮をもった媛助を

重視している。

第三lζ，ζのような生活が司能となるよう iζ保健的.

教育的，福祉的援助を行う乙と，すなわち個人の能力を
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最大限iζ発達させるため.伺人のニードlζ合せた処遇.

教育;lJ1酬が提供される必要・がある。そして第阿11:，そ

の際必要となる社会的サービス法といったものは，人間

のカテゴリーを基準にするのではなく，すなわち障害者，

非防害者によって区別するのではなく，個人のニードが

基準となる必要がある。 Jい換えれば，それは特別なニ

ードをもった人々に関する法であり，障害者ILも非F申書

J引とも等しく適用されるものでなければならないという

々え方である。ただし，そのようになるためには前提と

して社会保障制度が充実してなければ実現不可能である

ととはいうまでもない。その怠味では/-7リゼーショ

ンの考え方は.社会システム全体にかかわる価値観とい

えよう。

以上の4点、がノー7 リゼーションの基本的視点と思わ

れるとζろであるが，乙のような視点から精神発途遅滞者

の保健・教育・福祉的援助を考えてみると，精神発達遅滞省

が市民としての責任を果たす乙とが可能となるためには，

綴々な援助が用意きれなくてはならなL、。なかで‘も能力

を扱大限K発達させるための処遇，特IC精神発達遅滞児

のための早期療育は必要であり.また重要といえる。

上問弘之(1984)によれば，精神発達遅滞児にとり防

省の原因となる脳は，yJjい時期であればあるほど可塑性

に宮み，早期療育の効果が向く， I時期を失するとかえっ

て好ましくない二次的変性とか，異常発達が進む恐れか

強いといわれる。脳成熟を促す要因として.様々なI:T:l境

刺激(学習刺激)はきわめて有用なことが指摘されてい

るが，重要なととは乙れらの環境刺激は，発達の各時期

IC::応じて適切に加わらなければ，その効果がみられず，

脳のごく未熟な時期に有効な刺激は時期を遅らせては必

ずしも有効とはなりえない，という乙とである。

脳性まひ児の場合，ポイタ法，ボパース法なとの療育技術

によってめざましい療育効果をあげているζとは広く知ら

れアいる。 療育技術がまだ確立されていない精神発達遅滞

児の場合でも，例えば，年長児の生活自立訓練iζ効果を

あげているある収容胞設が.社会のニードーから必要にせ

まられて， 3歳から 5歳児を対象IC母子短期入所で生活

自立訓練を試みたと ζろ.その年齢の時期に障害の実態

を多角的花押さえ，そζから発達の援助をすると.収容し

ている年長児と比較して非常に効果が大きいという ζと

が経験的に認められている(中村健二，1976)。

とはいえ，精神発達返滞児の早期療育の一般的現状を

みると，療育の場が乏しい ζ と，また療育技術が十分発

達していないととなどから，人生の初期に必要な療育が

保怖されていないために乙うした機会を導われている発

達障害のある乳幼児は依然多いといえよう。

( 2 ) 

1 発達障害事L幼児をもっ家族が直面する困難と，家族

に必要な社会的サービスの性格

障害児をもっ家族が直面する困難とはどのようなもの

かについて渡辺久子 (982)は次の三つを挙げている。

まず第一K，子どもが障害児であったζとによって生

ずる「心理的衝懲JIc::対処してL、かなくてはならない

乙と ，第二Ic::， r隊需をもっ子との母子関係JK困難

が生じやすい乙と .また第三として.子どもの世話等で

「多大な労力，時間と精神力Jが必要とされるζとである。

自分の子どもが精神発達遅滞であるととに対する紛の

反応は親の置かれている状況によって様々であるが，一

般的に認められる反応として，;Wの意識.アンピパレン

ツ，失望，欲求不満.怒り ，恥かしさ.悲しみといった

感情が挙げられる (S.シルド， 1976)。乙うした親の反

応は，期待していた健康な子を失うという対象虫失から

くる感情表現であり ，精神発達遅滞児が生まれた乙とに

ついての解答不能の問題を解決するための正常・な反応で

ある。特に母親が自分の乙うした感情にとりくめない

で，感情に囚われたままになっていると，精神発達遅滞

乳児の湯合，一般的に子どもの側からの親への要求や刺

激が低いため.子どもとの十分満足のいく母子関係を確

立する乙とが難しい。とかく母親の罪防Iif.から過保護，

放任と一貫しないきわめて感情的な鍛いに陥りやすく，

母親の嘆き悲しむ姿は，母子関係K問題を生じさせ，子

の発達』ζ悪い影響を与えるといえよう (Cashdan，A.&

D. M. Jeffree， 1966)。また，精神発透遅滞乳児の場合，

育児に特別の世話が要求されたり，通院や看護.あるい

は訓練のための通園等，多くの労力の時fl{J，努力が要求

される。

乙れらに加え，心型的衝撃に伴う恥しさのf掛青は，自分の

子どもが精神発達遅滞児である乙とを打ち明けることを

凶難Kし.結果的Iζ線族や友人，近隣とのつきあいを疎

速にさせ，社会的に都立させてしまう傾向がある。

乙のように，精神発注遅滞児を家族員にもっという ζ

とは，障害児を受容し，家族が障害を乗り超えていく上

で.両親の自己にもつ価値観の変革，家族の新たな組織

化，そして社会関係の新たな形成という課題を背負う乙

とといえる。特IC::乳幼児期の家族周期段階では，子ども

の障害への適応という課題をもっ。したがって精神発達

遅滞児をもっ家族に対して図難を克服していくための援

助が与えられる必要があり，またその援助の性絡は次の

ような点が重視される必要があろう。

まず第一iζ，心理的衝態は親個人だけでなく，夫婦関

係，きょうだい関係.そして親族，友人，近i燐関係IC::も

影響を与えるζとになるため，親iζ対するより良いカウ
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ンセリングは，精神発達遅滞児の第二次的降客を防ぐと

いう意味たけでなく .他のきょうだいの 卜分な発達を保

障する上で.またその家族が社会から組立するのを防ぐ

上で非常に重要で‘ある。

また第二IC，家族に対してうえられる社会的サービス

は，まず心理的問題を解決し，将来の危機に対して適切

に対処できるような方向づけをするというカウンセリン

グ的援助である。しかも，精神発達遅滞児をもっ家族

が特別に多大なエネルギーを費さなければならないとい

う状況に対して，その労力を軽減する方向で社会的サー

ビスは用意されなくてはならなL、。

ノーマリゼーシ ョンの具体的内容の一つに ，B.ニノレ

ジュが 「両籾，職員の環境がノ ーマJレなものである乙と」

を挙げているのは非常に喧袈な指摘といえる。ともする

と.精神発達遅滞児をもっ乙とにより家族か特別な生活を

強いられる乙とは.精神抱き遅滞児への忌避へと繁がって

いくように思われる。例えli，他のきょうだいにしても，両

親が鶴湾児の世話lζ追われ相手をしてもらえないといっ

た状況は/-7)レな状況とはいえないであろう。かえっ

て精神発注遅滞者IC対して否定的態度を形成するかもし

れない。また，思春期IC.施設に入る子ともか多い理由の

ーっとして.母親がF章常児の世話の疲れのため病気にな

るケースが多い乙とが指摘されている(渡辺，1982:中

村， 1975) また W.G.ブロンストン(1976)はノーマ

リゼーションの視点からなされるサービスの性絡として

「家庭崩岐を避ける乙とJを挙げている。家族への負担の

iilは.ある程度までは家族の凝集性を高めるといえるが，

多大なる負担は家庭崩績を進める要因となる。

精神発注遅滞児 ・者への対応、をノーマリセーションの

立場から巧-えると，それは防苫者を施設に弧立させてし

まうのではなく ，地場の中で精神発達遅滞者が普通の生

活をしていくための地域ケアを重視してし、く立場である。

それはまた.いたずらに家族のみに負担がかかる形で進

められるものではない。むしろ精神発達遅滞児 ・者をも

っ家族にとってもノ ー7 リゼーションによって立つ考え

方が必要であり，ノ ーマリゼーシヲンとはそれら家族の

負担を経減していくという立場K立つものである。すな

わち精神発達遅滞児が生まれでも，健常:な子か生まれた

に等しい生活環境を家族全日が送れるというととが，ひ

いては附害児 ・者lζ対する偏見を減少させていく乙とに

繋がるのではないだろうか。

したがって，精神発達遅滞児に対する社会的サービス

の若本は，精神発達遅滞児のニーズはもちろんの乙と ，

精神発達遅滞児をもっ家族全体のニーズ11::滋づく必要が

あろう。

( 3 ) 

2. ノーマリゼーションの実践と社会の歴史的文化的背

豪

ノー7 リゼーションの思想が実践に移される場合.常

に当該社会の歴史的文化的背呆にH~ らしあわされ ， その

社会に適切な実践方針が考えられなければならなし、。

欧米では，かつて隊害児は幼い頃から施設に収奪され

る乙とが多く .障害児 ・者は家族とのつながりが薄かっ

た。したがってノー7 1)ゼーション運動の第ーは，陣3

児を家族の中で育てていく乙とが障害児K最も良い結果

を生む乙とが主抜され.障害児が育つ場を 「施設から在

宅へjと変える乙とにあった。

一方，日本では，現在は失なわれているものの.かつ

ては地域社会.家族lζ保護機能があった。そのため陣宮

児・者も施設ではなく，家族のltで生活する乙とが多か

った。したがって地峡社会.家族が障害者にと って良好

に機能すれば共に生活したといえ.隔離的な欧米のあり

方とは異なっていた。しかし半面.障害者は偏見やさげ

すみの中11:存{Eし，また家族の中11:r隠さJれ.ほった

らかしにされる乙とも多かった。

ζのような日本と欧米の歴史的文化的背景の迎いは，

ノーマリゼーションの思想を実筏に移す湯合11:，方針の

力点の置きjjがそれぞれ異な ってくるのは当然であろう。

すなわち日本では成人の場合， r施設から地綾(家族で

はなく)へ」という実践方針は適切としても ，ζれから

成長していく乳幼児にとっては， 施設から家族へJで

はなく，むしろもはやその段階ではなく ， r家族だけか

ら，障害児をもっ家族と共IL歩む.より良い療育の場

(在宅訓練施設)へJと，障害児 ・者もその家族も生きら

れる社会づくりのために，実践方針が立てられ進むべき

と考える。

ζのような視点から通園施設を促えてみると，現在の

通園施設の機能li不十分であったとしても，今後，就学

前療育機凋として重要な役割を但う乙とが予想される。

調査目的・対象・方法

上記の問題意識から，早期療ffを担う機関として期待

される通園施設について，主としてとのようなサービス

が精神発達遅滞児及びその家族に対して提供されている

か.実態調査を通じてその現状を把促し，その問題点と

ぷ揺を検討するものである。

現在の胞設の状況を捉える前iζ，日本の精神薄弱児通

園施設制度， ひいては就学前線育綴測の歴史的経過につ

いて若干ふれておきたい。
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家庭にいる際害児が在宅のまま毎日通園して療育を受

ける ζ とのできる精神薄弱児通園施設が児童福祉法に加

えられ，設置されたのは昭和32年の乙とである。多くは

地方公共団体lとより設置され，当初は学齢児を対象とし

ていた。現実には学校教育の代替，補充の役割lを果たし

ていたが.陣害児学級(法では特殊学級)の増設や養護

学校の設置などによって，またさらに養護学校の対象と

する障害の程度がより電くなり，学齢期の障害児のため

の通園施設の役割lは薄れてきた。昭和54年に文部省による

障害児の悉皆義務教育制度か実施され，それに伴い厚生省

では通園施設を，学齢未満兜を対象とする早期療育の場

と規定したため，通園施設の対象は主として 3歳以上の

幼児を対象とするようになった。

通園施設の乙のような動きの傍ら，昭和49年以前は障

害が発見されてから学齢lζ至るまでの期聞に系統的な指

導を受ける場は皆無であったため，早期訓練の必要を感

じた親たちが独力で‘各地岐に母子通圏施設や幼児教室な

ど，いろいろな形態の療育の場を模索してきた。またこ

れら民聞が中心となった療育の場は，当初通園施設の不

足を補うような意味で，比較的狭い地騒を対象として設

けられ，また子どもの指導だけでなく，母親への指導も

行うと ζ ろに特徴があった。そして昭和48年度から国が

予算補助を行い「心身障害児小規模通園事業」となり現

在K至っている。また，心身障害児を地域の中で育てようと

いう運動から，数は少ないながら一般の幼雅毘や保育所で

健常児とともに障害児を受け入れる所カ油てきたため，近年，

早期Ir診断がなされる精神発達遅滞児の増加とともに小規

模通園施設は，より早期の療育へと役割を移しつつある。

本稿で使用する調査デ←タは，筆者もメンバーの一員

として参加した障害乳児研究会1)が行った「通厨施設に

おける就学前障害児教育(療育)の全国実態調査」から，

その一部を用い，分析を行う。

対象とした施設は(財)日本精神薄弱者愛護協会発行

による「全国精神薄弱澗係施設名簿1983年版」から，全

国にある精神薄弱児通園施設(以下通園抱設と呼ぶ)223 

施設と心身障害児小規模通園事業(以下小規模通園施設

と呼ぶ)255施設の計478施設である。調査は，第 1[亘を

昭和59年6月fr，そして回収できなかった分について第

2固を 7月にいずれも郵送Kより行った。その結果， 335

回収されたが，対象施設が成人施設へ変更していたり，

記入もれ等で.うち有効票は，通園施設154，小規模通園

施設159の計313である。したがって有効回収率は 65.55'話

であった。

調査票は， (1) 通園児， 12) 専門スタッフ， 13) 入園

・卒園状況， (4) 定期検査 ・診断， (5) 保育状況，そし

( 4 ) 

て，16)家療に対する援助.f旨塁手からなっており，本項で

主として用いるデータは，そのうち通園児，王手門スタッ

フ，入園伏況，保育状況，家族に対する援助 ・指導の一

部である。加えて質問項目について回答者が記載した自

由記述も併用する。

分析枠組は図 lK示しである通りであるが，現在早期

療育のなかでも超早期療育が叫ばれているなか， J通遡を

受け入れている子どもの年齢が 2歳以下の場合と 3歳以

上の場合との援助内容の違いについて，また法的規定の

水準が低いなか施設に配遣されている専門スタッフの有

無(常勤・非常勤を問わず)が援助内容にどのような影

響を与えているかについて特Ir視点を置いた。

対象となる年齢

(:2212i) 

図 1 分 析 枠 組

精神遅滞児及びそ
の家族Iζ対して提

供される援助

結 果

1 通園児について

どの年齢の子どもが通闘しているかをみたのが表 1で

ある。通園施設では， 3歳から 5歳が中心である。 1歳

児は 2害IJの施設で受け入れており，また 2歳児は過半数

の施設で通園しているが， 0歳児を受け入れている施設

は非常K少し、。 そして学齢児となる 6歳以上になると.

通園児がし、る施設は約半数に減少している。小規模iill闘

施設の場合は， 0歳児を受け入れている施設は約 1割，

l歳児では約4割， 2歳児では 7害IJの施設が受け入れて

いる。そして 3歳児 4歳児はほとんどの施設で通園児

がいるが. 5歳児になると通園児がし、ない施設がやや増

えており， 6歳以上の子が通園している施設は約6害IJで

ある。乙のように，通園施設では3歳児から 5歳:尽を中

心K対象としており ，なかでも 2白星児を受け入れる施設

の害IJ合が約6割もあり，通園施設は 2歳児から受け入れ
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表 1 各年齢 別通園児の有無

じ竺?!o i託児 l歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 6歳児以上

有 無 言 下 有無計 有無計 有無計 有無計 有無計 有無計

通関胞設
本5 149 154 吟4 120 154 同8 66 154 142 12 154 147 7 154 146 8 154 76 78 154 
(3.2 )(968)100.0 t22.1刀7.9X100.o)(57.1X42.9XlOO.0) 922)σ8)(100.0) 955X45)(lOO.o) 94.8) (52) (1 000) (494X50.6Xl000) 

小規模通園施設 21 137 158 58 100 158 113 45 158 145 13 158 148 10 158 139 19 158 93 65 158 
133)(86.7) (1 00.0 36.7X633XlOOO) σ15)α85X1∞.0) 91.8)(82)(1000) (93.7X63)(1000) 88.oX12.0XlOO.o) 6帥l.lX1000l

NA，非該当は除く， 料P< 0.01， *P< 0.05 

表 2 人図対象年齢 表3 通闘児数

~ぞア 2歳以下 3歳以上
H から対象 から対象

91 63 154 通関施設
(59.1) (40.9) (100.0) I 

118 40 158 小規模通園胞設
(74.7) (25.3) (100.0> 

liJt--と数 20人以下21-40人41人以上 計 |

50 80 24 154 ι設

(32.5) (51.9) ( 15.6) (100.0) 

99 37 22 158 施設
(62.7) (23.4) (13.9) (100.0) 

NA，非該当は除く
NA，非該当は除く

表4 入図規準

7?ぞ?A.障害の程度 B 排便，排尿臼立 C.歩行口I能 D.居住地域制限

あり なし 計 あり

通関胞設 40 107 147 11 
(27.2) (72.8) (100.0 (7.5) 

小規模通闘施設 28 122 150 5 
(18.7) (81.3) (100.0 (3.4 ) 

NA，非該当は除く

つつあるといえよう。一方，小規模通園施設では中心は

3歳児.4歳児ではあるが. 1歳児を受け入れている施

設は 4割. 2歳児では 7割と，通園施設よりも早期の年

齢から受け入れている施設が多L、。また 5歳児になると

通園児がいる施設がやや減少しており.小規模通園施設は早

期から受け入れ.そして一般の保育所，幼稚園へと繋げて

いるように思われる。そして表2は. 2歳児以下から受

け入れている施設と 3歳児以上を対象としている施設の

数をみたものであるが. 2歳児以下から受け入れている

施設は，小規模通園施設が7割強，また過図施設では約

6害IJといずれも過半数を超えている。しかし表 1にみる

ように，最年少の中心は 2歳からであり. 0歳児となる

と非常K少L、。

各施設の通園児数(表3)は.通園施設は21人から40

人が多く，小規模通園施設は20人以下である場合が多い。

次Jc:，施設の入園規準についてその一部をみたのが表

なし 五十 あり なし 五十 あり なし

136 147 53 94 147 70 76 146 
(92.5) (100.0) (36.1 ) (639) (100.0 (47.9) (52.1) (100.0) 

144 149 11 138 149 100 49 
(96.6) (100.0) (7.4) (92.6 ) (100.0 (67.1 ) (32.9) (1000 

4である。 r排便，排尿自立」はほとんとの施設で採用

していなし、。胞設の役割!が障害児の生活自立訓練である

とすれば当然の結果ではある。しかし， r歩行口J能であ

ることJは小規模通園施設では採用していないものの，

通悶施設では約4害IJが採用している。また 「障害の程度J

については.J垣園胞設が約 3害IJ.小規校通園施設が約 2

'tIJほと採用している。ただし.障害が重度であるか，軽

度を中心Kしているかは施設によって異なるが，医手学的

配慮を常時必要とする子どもは受け入れにくいようであ

る。またi活関胞設では通~パスを使用しているためパス

に乗車可能であることが条件となっている施設も多い。

「居住地域制限jは通園施設の場合約 5書1]，小規模通脳

施設は約7割と，小規綴通凶施設』己居住地域帝IJ限のある

施設が多い。

( 5 ) 
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2. 保育状況について

施設への一週間の通園日数と ，一日の保育時間をみた

のが重量5である。まず週間施設についてみると .通園日

数は 2歳児以下と 3歳児以上とでは異なり .3歳児から

は5・6日とほとんど毎日のii!i闘であり. 0歳児の場合，

1・2円. 1 歳児. 2自主児の場合は 3・4白というケー

スが増えてくる。保育時間は. 3時間から 6時間未満が

各年齢とも以も多く，次いで6時聞から 8時間となって

おり. 3時間未満はほとんどない。次に小規模通園施設

の場合をみると ，辺国日数については. 0歳児 1歳児

は1・2日が多いが. 2歳児から 5・6日の施設が過半

数を占めている。 しかし. 3・4日という施設も約 3害IJ.

l・2日という胞設も約2害IJほどあり ，施設により様々

なパターンをと っている乙とがうかがえる。保育時聞に

ついては，やはり 3時聞から 6時間未満が約6割と，ど

の年齢でも多くなっているが，次いで3時間未満も 2害IJ

強と多い。

乙のように通園施設と小規模通園飽設とでは通園日数，

保育時間lζ特徴があり ，通園施設の場合，ほとんどの施

設が毎日通う形態をとっており，また保育時間も 3時間

から 6時間そして8時間となっているが，小規模通園施

設では毎円巡回する施設も半数あるが. 3・4日，ある

いは 1・2日という施設も多い。また保育時間も 3時間

未満と，短い湯合が通園施設と比べ多く ，様々な形態で

運営しているといえよう。

次lζ母子通閣の頻疫をみたのが表6である。通園施設

では母子通園がない施設が多く. 2歳児では 4害IJ.3歳

児では 5書IJ.そして4歳児以上は過半数の施設で母子通

園を採用していなL、。しかし.0歳児. 1 歳児は付き添

いとして母子通園を係周しているようである。また通園

施設のなかでも，週 1回.週2・3回，週4回以上の母

子通園を採用している施設も l割前後ある。一方小規模

通関施設では.)趨2・3日と週4回以上が最も多く. 2 

歳児以上の場合はそれぞれ 3害IJから 4害IJ-で. 0歳児.1 

歳児の嶋合は週 2・3回が過半数とな っており，母子通

闘を採用していない施設は 1:判から 2割と .通園施設に

比べ少く ，表 5の通園回数を合わせ考えると ，小規模通

園施設の場合は母綴付き添いが前提となっている施設が

多いように思われる。

3 専門スタッフについて

各施設IL所属している，あるいは速撲をとっている専

門スタッフの有無について.医療，保健，保育，リハビ

リ，相談，栄疫の 6<}J.門分野の計16専門験の有無につい

て施設別にみたのが表7である。乙の場合，常勤，非常

勤を問わず.去に示した専門分野を但当する人がいるか

社-398 
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表 6 母子通闘 の頻度

瓦耐乏土 な し
2 週 lζ
l回以下

通
。歳 o ( -) o (ー)

歳 3(11.1) 2 (7.4) 

国 2 歳 29 (38.6) 5 (6.7) 
3 歳 59 (488) 11 (9.1) 

施 4 歳 69 (55.2) 10 (8.0) 

設
5 首長 70 (56.9) II (8.9) 
6歳以上 31 (56.4) 4 (7.3) 

。歳 1 ( 53) 1 (5.3) 

模規
i& 2 ( 4.4) 2 (4.4) 

2 歳 11 (11.2) 2 (2.0) 
通 3 歳 21 07.7) 4 (3.4) 
閤 4 歳 24 (19.7) 4 (3.3) 

施;;又n. 5 歳 21 (18.6) 4 (3.5) 
6歳以上 17 (24.3) 1 (1.4) 

NA，非該当は除く

どうかについてみたものである。また，一人の専門スタ

ッフが後数の専門職一一特11:相談分野に多くみられたが

ーーを担当している場合.それぞれの専門職![r有jと

カウントしTこ。

まず医療の分野をみると，精神科医(小児神経科医)

や小児科疾(内科医)が6害IJと過半数の施設で速携して

おり.次いで歯科医.整形外科医が多く約2割となって

いる。小規校.ii!i園施設では，小児科医(内科医)が約半

数の施設において連機がとられているが.次いで多いの

は整形外科医，そして精神科医(小児神経科医)の約 3

害IJ，また歯科医の 1割強となっている。耳鼻科医や眼科

医と連携をとっている施設は双方とも少し、。また通園施

設と小規模通間施設とを比較すると，小児科，歯科，耳

鼻科，眼科とi皐慌をとっている施設の割合はいずれも差

はないが，精神科医(小児神経科医)と連携をとってい

る施設の割合は，通悶施設の方が2倍以上多い。 一方，

整形外科医と連慌をとっている施設の割合は小規模通園

施設の方が約 2倍ほど多い。

次lζ保健の分野では.看護婦を配置している施設は，、

ずれも約 3劉となっており ，また保健婦を配罰している.

あるいは連傍をとっている施設は非常K少いか.小規

模通園施設の場合，有意な差はないものの小規模通園胞

設の}jにやや多い。

保育の分野は，いずれもほとんどの施設に配置されて

いる。

リハビリの分野では，通園施設の場合.言語訓練土が

約2害Ijの焔設に，理学療法士が l苦IJ強の施設に配置され

ているが， 8 ;!iIJ以上の施設では配置していなし、。それに

対し小規模通図施設では，理学療法士が3割5分の施設

週 1凶 週 2. 3回 週4回以上 計

1 (33.3) 1 (33.3) 1 (333) 3 ( 99.9) 
1 ( 37) 11 (40.8) 10 (37.0) 27 (1000) 
5 ( 67) 21 (28.0) 15 (20.0) 75 (l 00.0) 
16 (13.2) 19 (15.7) 16 (13.2) 121 (100.0) 
19 (15.2) 16 (12.8) 11 ( 8.8) 125 (100.0) 
17 (13.8) 14(11.5) 11 ( 8.9) 123 (100.0) 
7 (12.7) 7(12.7) 6 (10.9) 55000.0) 

2 (10.5) 11 (57.9) 4 (21.0) 19 (100.0) 
3 ( 6.7) 27 (60.0) 1I (24.4) 45 (100.0) 
10 (10.2) 38 (38.8) 37 (37.8) 98 (100.0) 
18 (15.1) 38 (31.9) 38 (31.9) 119 (100.0) 
21 (17.2) 37 (30.3) 36 (29.5) 122 (100.0) 
20 (17.7) 32 (28.3) 36 (31.9) 113 (100.0) 
15 (21.4) 18 (25.7) 19 (27.2) 70 (100.0) 

( 7 ) 

11:，言語訓練士は約2割 5分の胞設に配置されており，

特lζ理学療法士を配i汚している施設の割合は通園施設の

2倍以上である。

相談の分野は， jffi園施設.小規様通園施設とも専門ス

タyフを配慣している施設は少し、。心理判定員はし、ず

れも 1割強から約2害IJであり，臨床心理療法土になると

もっと少く. 1害1]11:も満たなし、。そのなかでも小規模通

園施設に，社会福祉ケースワーカーと述慌をと っている

施設の割合が多いのが特徴的である。

栄養士は，通関施設の 4割lζ配置されているのに対し

小規模通園胞設では l害IJである。

全体の特徴として， 通園施設は小規模通園施設と比

べ，医師なかでも精神科医(小児神経科戻)と連携をと

っている施設が多く，また栄養士を配置している胞設が

多い。一方，小規綬通園施設は通図施設と比べ，リハビ

リ分野，特lζ理学療法七， 言語訓練土を配置している施

設が多く ，その乙とが医師のなかでも繋形外科医と述携

している施設が相対的に多い乙とと関連しているよう に

思われる。また，相談分野，なかでも社会福祉ケースワ

ーカーと連携をと っている施設が相対的に多い。

さらに専門スタップの有無を分野カテコリ ー別にみた

のが表 8である。 j通園施設は，医療分野と栄養分野の#

門スタ yフが多いのが特徴的であり，小規棋j昌国施設で

はリハビリ分野に専門スタッフを配間している施設の割

合が多いのが特徴的である。両施設を通じ専門スタ ッフ

を配置している，あるいはi型機をと っている施設が半数

以上ある専門分野は，保育分野と灰療分野のみで，通園施

設の栄養分野で約4訓，そして小規模通園施設のリハビ

リ分野で約 4%IJである以外は，あまり揃っておらず，柱|
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談分野はいすれも約 2害IJ台でしかなく，専門スタ γフの

いる施設はまだ少いc

!; 1;ミ I~主 8 さ 8 1 日 | 相 | お | 邑 g ~gl 
次K，通園対象年齢別でみると，通園胞設ではリハピ

リの分野Kその特徴がみられ， 2歳児以下から受け入れ

ている施設では，リハビリの専門スタップを配訟してい唱、 明

ー品~ -re l'IiI 山~ -~己
官E る施設の割合が多くなっている。また小規模通闘施設で

宅主
( 型企

君主 uーs-(co)マo ニeci句、司宇 ∞，円回、圃・『4、 由一三=、~ 、?ー宇司

雪之 '‘ ・ー も同様の傾向がみられ， リハビリ分野の専門スタッフ
* 、~

t旦
!lI¥: 』俳 句 皇室宣言 だ l

』 宣言 宣言 を配置している施設は 2歳児以下から受け入れている施
同

R ~ ~ 設Ir多く，また医療分野でも多くな っている。このよ うE正 ( ( 'i!1 ( ( 

K通園対象年齢別にみると， 2歳児以下から受け入れて

いる施設の方が， 3歳児以上を対象としている施e没より

も専門スタッフを配置している，あるいは連携をと って

いる施設が多い乙とがうかがえる。

最後K，各施設に配箇されている専門分野の数につい

てみると .表9のとおりである。通園施設と小規筏通園

施設と比較すると，どちらも 3専門分野を配置している

…三一ロ8 … -豆口g 
施設が最も多 く，次いで 2分野となっているが，通闘施

喜主 法正
-'-

:::l 同一宣言宣言 設の場合はさらに 4分野と続いているのに対し，小規模同

lIir 
{.;/ 

iili闘施設では 1分野となっている点Ir違いがみられる。:t F2-)〈2U2T'F223〈) ひ22a ;;: ぉgr品喜 尊重 ー -25
Q ~ また全分野スタッフが鮪っている施設の割合は，通園施

E畠
な|ト}写 申忽) '.，J 、?『F ぉE ぉ2 設が多くなっているが， J分野少く 5分野配置してい

r、'-h崎
一12522 2〈2 虫(2 る施設の割合は小規模通園施設の方が多い。

ト l '，'A " 
』

さらに通園対象年齢別でみると，通園施設では， 2歳児
~ I 嶋巧守』 喝峰

革主 てさgF(8 }UT' e2，2， c2) { 喝E 三 産|ぉ223 以下から受け入れている施設に，配置している専門スタッ

?く 守主
軍車 ;~ 一∞) ー

k茸 s【‘)可2。3 ，司《置(α) σ3 3 dsミ
フの分野が広い。 2歳児以下から受け入れている施設の

ar、 ↓宇 宣E 』本
場合， 3分野が最も多く ，次いで4分野となっているが，"'--

1脅 -'- t28。E-CgD 

A、h白、
to さ富里言 3歳児以上を対象としている施設では. 2分野が紋も多

ll:{ 田戸E -τ よ4

号話 '。舎‘F・ 1自
} ー

く.次いで 3分野となっている。全分野スタッフがiwiつやー ~ ~ 

的2N3Z 由:::~守~I骨材 ~~ 草草 g-m守、ar N---h 守o 自話 岩i ている施設は 2歳児以下から受け入れている施設である。

また，小規模通園施設では，有意な差・はないものの，

返| 二!?|
会分野あるいは 5分野スタッフが櫛っている施設は 2歳( 【

児以下から受け入れている施設に多いといえよう。

乙れらから双方の施設において. 3歳児以上を対象と

している施設に比べ.2級児以下から受け入れている施

設に幅広い専門スタッフが配置されているといえよう。

4， 家族に提供されている援助

精神発達遅滞児をもっ家族は，問題提起の章で既に指

摘したように微々な困難をかかえている。そ乙で，施設

側が家族Ir対しどのような援助を提供しているかをみて

みよう。

表10は，精神発達障害児をもっ家族.特』ζ両親がかかえ

る諸問題について施設側が，一つの対応として相談を行な

っているかどうかをみたものである。本来とかく，税個

人に対してのみK問題が限定されやすいが，現実は，家

族関係や親せき関係，そして地威の問題等lζ困難が生じ

( 8 ) 
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分野カテゴリー別 ・専門スタ y フの有無

Iけ施-す¥設象年・齢専門ス、タ¥、フ

A.医療分野 B.保健分野 C.保育分野 D. リハビリ分野 E.相談分野 F'栄益分野

手I 7無 ;十 有 無 有 無 計 有 無 ~I' 有 無 計 有 無 五十

*ホ

A出 2歳以下から
82 9 91 35 56 91 88 3 91 32 59 9J 22 69 91 36 54 90 

屋l
(901) ( 99) (100.0) (38.5) (61.5) (100.0) (96.7) (3.3) (100.0) (35.2) (64.8) (1000) (24.2) (75.8) (100.0) (40.0) (60.0) (100.0) 

施
56 7 63 16 63 54 63 26 36 

設 3 歳以上
47 63 63 。 7 56 63 9 62 

(88.9) (11.1 ) (100.0) (25.4) (746) 000.0) (100.0) (ー) (100.0) (11.1 ) (88.9) (100.0) (14.3) (85.7) (1000) (41.9) (58.1 ) (100.0) 

** * 
2歳以下から

90 29 119 36 83 119 112 7 119 50 69 119 29 90 119 1I 108 119 

模規 (75.6) (24.4 ) (100.0) (30.3) (69.7) (100.0) (94.1 ) (59) (100.0) (42.0) (58.0) (100.ul (24.4 ) (756) (100.0) ( 9.2) (908) (100.0) 

通

園施
3 歳以上

21 19 40 14 26 40 37 2 39 9 31 40 11 29 40 5 35 40 

設 (52.5) (47.5) (100.0) (35.0) (650) (100.0) (94.9) (5.1) (1000) (22.5 ) (77.5) (1000) (27.5) (72.5) (100.0) ( 12.5) (875) (1000) 

** * ** 
通図版設

138 16 154 51 103 154 151 3 154 39 I 115 154 31 123 154 62 90 152 

(89.6) (10.4) (100.0) (33.1 ) (66.9) (100.0) (98.1 ) ( 1.9) (100.0) (25.3); (74.7) (1000) (20.1 ) (79.9) (100.0) (40.8) (59.2) (1000) 
~t 

規 校 111 48 159 50 109 159 149 9 158 59 100 159 40 119 159 16 143 159 

通園胞設 (69.8) (30.2) (1000) (31.4 ) (686) (100.0) (94.3) (57) (100.0) (37.1 ) (62.9) (100.0) (25.2) (748) (1000) (10.1 ) (89.9 ) (100.0) 

表 8

(

由

)

l
l
A
O
-
-

NA，非該当は除く ，** P<O.OI，* P<0.05 
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表9 配置されている専門分野数

石玄~ 一一乏雪数 全分野 5分野 4分野

* 7 6 22 
通 2歳以下から

図施
(7.8) ( 6.7) (24.4) 

設 3 歳以上
。 4 II 

(一) ( 6.5) (17.7) 

小迎 2歳以下から 2 15 10 

凶
( 1.7) (12.6) ( 8.4) 

。 2 5 模規施設
3 歳以上

(ー) ( 5.1) (12.8) 

*司院

通園施設 7 10 33 
(4.6) ( 6.6) (21.7) 

3十

小規模通園施設 2 17 15 
(1.3) (10.8) ( 9.5) 

一
NA，非該当は除く 。 柿 P<O.OI. 市 P<0.05 

やすい。そしてまた.家族をとりまく周囲の人々との関

係が改善され，家族に対して理解と援助が与えられる乙

とは，両親が障害児を受容していく上で重要である。そ

れゆえ，単に親個人の問題K焦点があてられるのでなく，

周囲の環境についても注怠が払われなければならない。

したがって本調査では，両親が障害児を受容する上での

個人の心理的問題，あるいは夫婦関係やきょうだい関係，

そして殺せきや地域の人々にかかわる問題の三領域を設

定し.それらの領域の問題についての対応として相談が

なされているかどうかについてみた。また施設側で両親

の相談を行なっている場合.m助方法として個人を対象

として行なっているか，あるいは親のグループを対象と

して行なっているかについてもみた。

通園施設と小規僕通園施設とを比較すると.いずれも

貌の障害児受容にかかわる心理的問題K関しては.多く

の絡設が個人対象の形で行なっている。しかし夫婦 ・き

ょうだいの問題や地域 ・親せきの問題になるにつれて，

相談を行なっている施設は少くなっている。また集閉

を対象とする形ではいずれの領域の問題も相談を行う ζ

とが少くなっている。 ただし，有意な差はないものの，

小規検通園施設の方に相談を行なっている施設の割合が

高い。

次IL通国対象年齢別にみると，通園施設では， 2歳児

以下から受け入れている施設の方が3歳児以上を対象と

する施設に比べ，相談は個人を対象とする形だけでなく

集団を対象とする形でも行なわれており ，また三領域の

問題についても相談されているのが特徴的である。 一方

小規僕通園施設では通園児の対象年齢による差はほとん

(10) 

3分野 2分野 1分野 な し 3十

29 19 7 。 90 
(32.2) (21.1 ) ( 7.8) (ー) 000.0) 

19 25 3 。 62 
(30.7) (40.3) ( 4.8) (一) (100.0) 

39 32 20 119 
(32.8) (26.9) (16.8) (0.8) (100.0) I 

13 8 11 。 39 I 
(100ピ(33.3) (20.5) (28.2) (ー)

48 44 10 。 152 
(31.6) (28.9) ( 6.6) (ー) (100.0) 

52 40 31 158 
(32.9) (25.3) (19.6) (0.6) (100.0) 

どみられない。

次IL.社会領祉サービス紹介の援助が行なわれている

かどうかについてみたのが表11である。一般に社会福祉

サービスの有無についての知識は，公報活動が十分でな

く，親が自ら積極的に機関に働きかけなければ受ける乙

とが難しい。したがって複雑な制度の情報は親同志の口

コミで.しかも断片的にしか知る乙とができないのが実

情である。それゆえ，通園施設等で社会福祉サービスの

紹介を包括的に行う乙とは，当該家族が経済的問題や労

力の負担を軽減するために，現在あるサービスだけでも

十分活用していく上で，重要であろう。

表11をみると.医療費の公費負担制度，特別児童扶養

手当，療育手帳，身隊者手帳なと経済的問題にかかわる

サービスは，多くの施設で紹介が行なわれているが，家

庭奉仕員制度や介護ボランティアなど，労力や精神への

負担を補うサービスの紹介はあまりなされていない。

施設iζおいてサービス紹介の援助がどうなされている

か，通園対象年齢別にみると.通園施設の場合， 3歳児

以上を対象としている施設に比べ. 2歳児以下から受け

入れている胞設にいずれのサービスも紹介している施設

の割合が高い。小規模通園施設でも問機の傾向がみられ

る。

次IL.子育てがむずかしい障害児の育児Kついて，親

IC媛助を与えるという乙とは非常に重要である。子ども

の育て方をどのようにしたらよいかについて;t見に対しア

ドパイスを与えるという援助がなされているかをみたの

が表12である。まず通園施設と小規模通園施設とを比較

してみると ，栄養相談はいずれの施設も過半数の施設で
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家族をめぐる諸問題への対応

方法
籾個人対象 親 グ ル ープ対象

問題
A 親の障害児 B 夫婦，きょうだい C 地域，親せきの

A 親受の容防害につ児いて
B 夫婦，きょうだい C 地峡.親せきの領域

。 受等について の問題Kついて 問題について の問題について 問題について

対応 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談
して して して して して して 計 して して 五十 して して して して

施設・対象年齢 いる L、なし、 いる L、なし、 いる いない いる L、なし、 いる L、tH、 いる し、なし、

* 85 *¥5 料39 本

通 4 89 67 22 89 56 32 88 34 89 49 88 31 56 87 
2歳以下から

(95.5) ( 4.5) (100.0) (75.3) (24.7) (100.0) (63.6) (36.4) (100.0) (61.8) (38.2) (100.0) (44.3) (55.7) (100.0) (35.6) (64.4 ) (1000) 図

施
53 10 63 38 24 62 29 32 61 19 41 60 14 47 61 12 49 61 

設
3 ~歳以 t

(84.1 ) (15.9) (1000) (61.3) (387) (1000) (475) (52.5) (100.0) (317) (68.3) (100.0) (23.0) (77.0) (1000) (19.7) (80.3) (100.0) 

2歳以下から
109 8 117 86 31 117 75 41 116 63 54 117 41 76 117 42 74 116 

模規 (93.2) ( 6.8) (100.0) (735) (26.5) (100.0) (64.7) (35.3) (J 00.0) (53.8) (46.2) (100.0) (35.0) (650) (100.0) (36.2) (63.8) (1000) 

通

施園
3 歳以上

36 4 40 32 8 40 23 17 40 22 17 39 16 23 39 14 25 39 
設 (90.0) (100) (100.0) (80.0) (20.0) (100.0) (575) (42.5 ) (100.0) (56.4 ) (436) (100.0) (41.0) (59.0) (100.0) (35.9) (64.1 ) (100.0) 

通園施設
138 14 152 105 46 151 85 64 149 74 75 149 53 96 149 43 105 148 

(90.8) ( 92) (100.0) (69守5)(305) (100.0) (57.0) (43.0) (100.0) (49.7) (50.3) (100.0) (35.6) (66.4 ) (100.0) (29.1 ) (70.9) (100.0) 

五十

規 続 145 12 157 118 39 157 98 58 156 85 71 156 57 99 156 56 99 155 

通悶胞設 (92.4) ( 7.6) (100.0) (752) (24.8) (100ω (62.8) (372) (100.0) (54.5) (45.5) (l00.0) (365) (63.5) (100.0) (36.1 ) (63.9) (100.0) 

(1) 家族lζ提供されている媛助表10

( 

』

] 

、ー"

-
8ω
|
 

* P< 0.05 NA，非該当は除く，料 P<O.OI，



表11 家族に提供されている援助 (2) 社会初社サービス紹介

(
一
日

サービス 医療資 B 特別児護 E 家庭奉仕 員 F 介護
A.公費負担制度 扶養手 当

C.療 育 手 帳 D. 身障者手帳
.制度 .ボランティア

対応 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介

あり なし あり なし
計

あり なし
2十

あり なし あり なし
2十

あり なし
;十

施設 ・対象年齢

“ * 通
2歳以 Fから

74 14 88 73 16 89 79 11 90 71 16 87 36 50 86 18 66 84 

図
(84.1) (15.9) (100.0) (82.0) (18.0) (100.0) (87.8) (12.2) (100.0) (81.6 ) (18.4 ) (100.0) (41.9) (58.1 ) (100.0) (21.4) (78.6) (100.0) 

施 42 20 62 46 16 62 49 13 62 39 21 60 15 44 59 11 48 59 3 歳以上
三回7ムLζ (67.7) (32.3) (100.0) (74.2) (25.8) 000.0) (79.0) (21.0) (100.0) (65.0 ) (35.0) 000.0) (25.4) (74.6) (100.0) (18.6) (81.4 ) (100.0) 

*司ド 調院本

規模
2歳以下から

89 28 117 90 27 117 98 19 117 93 22 115 55 60 115 35 80 115 

(76.1 ) (23.9) (100.0) (76.9) (23.1 ) (100.0) (83.8) (162) (100.0) (80.9 ) (19.1 ) (100.0) (47.8) (52.2) (100.0) (30.4 ) (69.6) (100.0) 

通

施設園 3 歳以上
18 20 38 24 15 39 27 12 39 21 17 38 13 25 38 6 32 38 

(47.4) (52.6) (100.0) (61.5) (38.5) (100.0) (69.2) (30.8) (100.0) (55.3) (44.7) (100.0) (34.2) (65.8) (100.0) (15.8) (84.2) (100.0) 

通園施設 116 34 150 119 32 151 128 24 152 110 37 147 51 94 145 29 114 143 

(77.3) (22.7) (100.0) (78.8) (21.2) (100.0) (84.2) (15.8) (100.0) (74.8) (25.2) (1000) (35.2) (64.8) (100.0) (20.3) (79.7) (100.0) 

五十

規 I央 107 48 155 114 42 156 125 31 156 114 39 153 68 85 153 41 112 153 

通園施設 (69.0) (31.0) (100.0) (73.1 ) (26.9) (100.0) (80.1 ) (19.9) (100.0) (74.5) (25.5) (100.0) (44.0) 側 )1(100.0)(26.8) (73.2) (100.0) 

NA，非該当は除く .** P< 0.01， 本 P<0.05 
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表12 家族IC提供されている援助 (3) 税への働きかけ(子への対応)

ふてと
A.栄益桐談 B.子の発注援助}j法 C.生活習慣のしつけ D. r-との関わり方

あり|なし 5十 あり なし あり なし 2十 あり なし

測隊*

通 2歳以下から 54 35 89 69 20 89 89 2 91 88 3 91 

国
(60.7) (39.3) (100.0) (77.5) (22.5) (100.0) (97.8) (2.2) (100.0) (96.7) (3.3) ( 100.0) 

施 29 33 62 28 34 62 60 3 63 63 。 63 
設 3 歳以上

(46.8) (53.2) (1000) (45.2) (54.8) (100.0) (952) (4.8) (100.0) (100.0) (ー) (100.0) 

小通 2i;量以下から 65 53 118 90 28 118 115 4 119 115 4 119 

線回施

(55.1 ) (449) (1000) (76.3) (23.7) (100.0) (96.6) (3.4 ) (100.0) (96.6) (3.4 ) (100.0) 

21 18 39 25 15 40 38 2 40 37 2 39 
模設 3 段以上

(53.8) (46.2) (100.0) (62.5) (37.5) 000.0) (95.0) (5.0) (100.0) (94.9) (5.1 ) (100.0) 

83 68 151 97 149 5 154 151 3 154 
IIII凶施設

(55.0) (45.0) (100.0) (64.2) (35.8) I (100.0) (96.8) (3.2) (100.0) (98.1 ) ( 1.9) (100.0) 

J十
規 4交 86 71 157 115 43 

通 園施 "交 (54.8) (45.2) ( 100.0) (72.8) (27.2) 

NA. ~ド該当を除く.料 P<O.OI

行なっており違いはみられなL、。 子の発注媛助の方法

についての指導は，小規模通闘施設の}jが有意な去では

ないか.なされている施設がやや多b、。また，生活習慣

のしつけやチどもとの関わりJjについてのアドバイスは

いずれもほとんどの施設で行なっている

観へのアドバイスの有無について，通国対象年蹴別に

みると .IIII国施設では栄益相談そして Fの発達援助の指

導のいずれも 2歳児以下から受け入れている施設にその

割合が布く.特』ζf乙の発達援助の指導においてその差か

顕著である。小規校i通園施設では，栄4童相談ICはll.がな

いか.r-の発達俊助の指導'i.有意なAではないか. 2 

歳児以ドから受け入れている胞設で.r告導がなされてい

る施設の書1J合がおい。

5.専門スタッ フの有無と家族に提供される援助

専門スタッフのイ:r1l!tによって家族lζ提供される媛助K

進いがあるのかどうか.ます相談分野の専門スタッフの

有無(少なくとも心理判定日，臨床心開療法土.社会福

祉ケースワーカーのいずれかがいる)と家族問題カウン

セリング媛助の有無(今回は実際なされているカウンセ

リングの質については問うていない)についてみたのが

表13である。多くの施設において，相談は他人対象の形

で行なっており.しかも内符は主として貌自身の問題が

多く ，次いで夫州やきょうだいの問題を取り倣っている

が，地域 ・親せきの問題となるとあまりされていない。

ただし有怠な差はないが，専門スタッフが配向されてい

る，あるいは述悦をとっている施設のノ71C，必門スタ y

フがいない施設よりも幅広い問題を対象として相談がよ

(13) 

158 153 6 159 152 6 158 
(100.0) (96.2) (3.8) (100.0) (96.2) (3.8) ( 100.0) 

り行なわれている。ま た集問を対象とした形の相談は専

門スタッフがいる場合iとなされるととが多く ，特iζ鋭自

身の心想的問題についての相談においてその差が顕考lL

IUている。

さらに通図対象年歯告別にみると，通凶施設ではもとも

と専門スタッフの配位されている施設は少いが，専門

スタッフの有無と媛助の有無との聞にl刻述がみられなし、。

ζの表では家族問題への対応とその相談の質は促えられ

ていないのでわからないか，長年通同施設では専門スタ

ッフはいないまま侠索していく中で，相談業務が必要な

乙ととしてなされてきたからかもしれない 乙れに対し

小規筏通闘施設では，特lζ2歳以下から受け入れている

施設において.~1f.門スタ γ フの存在杭何綴がかかえる問

題についての対応の有無と大きくかかわっているととが

わかる。すなわち，相談分野の専門スタッフがいる施設

に相談を行なっている施設の割合が高い。また有意な差

はないものの. 3歳児以上の胞設でも同様の傾向がみら

れ，専門スタッフがいる胞設の方に相談が行なわれてい

るといえよう。

次lL，社会福祉サーピスの紹介の有無と相談分野の専

門スタッフの有無とをみたのが表14である。サービスの

うち療育手帳と身防者手帳の紹介については専門スタッ

フの有無との|均述はみられず，多くの施設でなされてい

る。また医療費公'p1負担制度や特別兇蛍扶長手当につい

ては有怠な差はないか，専門スタッフのいる場合の方が

なされている。家庭奉仕日制度の紹介については特に専

門スタ yフがいる胞設の方に制度を紹介している施設の
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相談分野専門スタッフの有無別 ・家族をめぐる諸問題への対応

方法 親個人対象 親グル ー プ対象

問題

領域 貌の障害児 夫N.きょうたい 地域，親せきの A 親の障害児 夫婦，きょうたい 地域，貌せきの
A. 受容について B・の問題について C 問題について 受容について B の問題について C. 問題について

施設 対応 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談. 
対年象 スタ して して 8十 して して して して 計 して して J十 して して 5十 して して Jt-

齢 ッフ いる L、t，H、 いる L寸:n、 いる いない いる L、tJ.~、 いる いない いる いない

2 4百
有

21 22 15 7 22 13 8 21 13 9 22 8 14 22 6 5 11 
首主 談 (95.5) ( 4.5) (100.0) (68.2) (31.8) (100.0) (61.9) (38.1 ) 000.0) (59.1) (40.9) (100.0) (36.4) (63.6) (100.0) (28.6) (71.4 ) (100.0) 

通
以 ス
F タ
か 。y

無
64 3 67 52 15 67 43 24 67 42 25 67 31 35 66 25 41 66 

闘 り フ (95.5) ( 4.5) (100.0) (77.6) (22.4) (100.0) (64.2) (35.8) 000.0) (62.7) (37.3) (100.0) (47.0) (53.0) (100.0) (37.9) (62.1) (100.0) 

B住 3 相
有

7 2 9 3 6 9 4 5 9 4 5 9 2 7 9 。 9 9 

自主
談 (77，8) (22.2) (100.0) (33.3) (66.7) (100.0) (44.4) (55.6) (100.0) (44.4 ) (55.6) (100.0) (22.2) (77.8) (100.0) (一)(100.0 (100.0) 

設 以
ス
タ

上 ‘ノ 無
46 8 54 35 18 53 25 27 52 15 36 51 12 40 52 12 40 52 

フ (85.2) (14.8) (100.0) (66.0) (34.0) (100.0) (48.1 ) (51.9) 000.0) (29.4) (70.6) (100.0) (23.1) (76.9) (100.0) (23.1) (76.9) (100.0) 

‘ 25 * ** 23 '単亀 ** 17 2 相
有

28 。 28 3 28 24 4 28 6 29 16 13 29 12 29 

歳以
談 (100.0) (一)(100.0) (89.3) (10.7) (100.Q) (85.7) (14.3) (100m (79.3) (20.7 ) (100.0) (55.2) (44.8) (100.0) (58.6) (41.4 ) (100.Q) 
ス

下 タ
規 台、 .~ 

無
81 8 89 61 28 89 51 37 88 40 48 88 25 63 88 25 62 87 

4見 り フ (91.0) ( 9.0) (100.0) (68.5) (31.5) (100.0) (58.0) (42.0) (100.0) (45.5) (54.5) (100.0) (28.4) (71.6) (100.0) (28.7) (71.3) (100.0) 
通

* 図
3 

相
有

10 11 10 11 7 4 11 9 10 5 5 10 5 5 10 
施 談 (90.9) ( 9.1) (100.0) (90.9) ( 9.1) (100.0) (63.6) (36.4) (100.0) (90.0) (10.0) (100.0) (50.0) (50.0) (100.0) (50.0) (50.0) (100.0) 
設

話主 ス
以 タ

26 3 29 22 7 29 16 13 29 13 16 29 11 18 29 9 20 29 
上

、ソ
無

フ (89.7) (10.3) (100.0) (75.9) (24.1 ) (100.0 ) (55.2) (44.8) 000.0) (44.8) (55.2) (100.0) (37.9) (62.9) (100.0) (31.0) (69.0) 000.0) 

相
有

66 4 70 53 17 70 48 21 69 本*49 21 70 31 39 70 28 41 69 
談 (94.3) ( 5.7) (100.0) (75.7) (24.3) (100.0) (69.6) (30.4) (100.0) (70.0) (30.0) (100.0) (44.3) (55.7) (100.0) (40.6) (59.4) (100.0) 

3十
ス
タ
.~ 

無
217 22 239 170 68 238 135 101 236 110 125 235 79 156 235 71 163 234 

フ (90.8) ( 9.2) 000.0) (71.4 ) (28.6) (100.0) (57.2) (42.8) (100.0) (46.8) (53.2) (100.0) (33.6) (66.4) (100.0) (30.3) (69.7) (100.0) 

表13

(
-
ム
)

NA，非該当は除く， ** P<  0.01， *P< 0.05 



表14 相談分野専門スタッフの有無別 ・社会福祉サーヒス紹介

〈
一
印

)

民
医療費 B 特別 児童 C.僚育 手帳 D.身障者手帳

E 家 l怠必 ft員 介護
A・公費負担制度 -扶養手、当 制度 F. ~i{ ランティア

紹 介 紹 介 計 紹介 紹介
Z十 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介

;十
紹介 紹介

あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし

2 相
有

19 2 21 18 3 21 18 3 21 15 5 20 12 8 20 6 4 10 
t;&. 談 (90.5) ( 9.5) ( 100.0) (85.7) ( 14.3) (1000) (85.7) ( 14.3) (100.0) (75.0) (25.0) (100.0) (60.0 ) (40.0) (100.0) (30.0 ) (70.0) (100.0) 

i必 以 ス
下 タ
か .;; 55 12 67 55 13 68 61 8 69 56 11 67 24 42 66 12 52 64 

凶 り フ 無 (82.1 ) (17.9) (100.0) (80.9) (19.1 ) ( 100.0) (88.4) (1 1.6) (100.0) (83.6) (16.4) (100.0) (36.4) (63.6) ( 100.0) (22.2) (77.8) (100.0) 

施 相
有

6 3 9 5 4 9 6 3 9 5 4 9 2 7 9 2 7 9 
3 談 (66.7) (333) (100.0) (556) (44.4) (100.0) (66.7) (33.3) (100.0) (55.6) (44.4) (100.0) (22.2) (77.8) (100.0) (22.2) (77.8) (100.0) 

三n又IL i以歳 ス
タ

上 .:; 
無

36 17 53 41 12 53 43 10 53 34 17 51 13 37 50 9 41 50 
フ (67.9) (32.1 ) ( 100.0) (77.4 ) (22.6) (100.0) (81.1 ) ( 18.9) 000.0) (66.7) (33.3) (100.0) (26.0) (74.0) (100.0) (18.0) (82.0) (100.0) 

場惨

-ー
* 2 栂

有
27 2 29 27 2 29 27 2 29 26 2 28 I 19 10 29 9 20 29 

下級以か

談 (93.1 ) ( 6.9) (100.0) (93.1 ) ( 6.9) (](ね.0) (93.1 ) ( 6.9) (100.0) (92.9 ) ( 7.1) (100.0) (65.5) (34.5) (1000) (31.0) (69.0 (100.0) 
ス
タ

規 .;; 
無

62 26 88 63 25 88 71 17 88 67 20 87 36 50 86 26 60 86 
4英 り フ (70.5) (29.5) ( 1∞.0) (71.6 ) (28.4) ( 100.0) (807) (19.3) (100.0) (77.0 ) (23.0) (100.0) (41.9) (581 ) (100.0) (30.2) (69.8 ) (100.0) 
通

図 栢
有

4 6 10 7 4 11 7 4 1I 5 5 10 3 7 10 2 I 8 10 
施 3 談 (40.0) (60.0) (100.0) (63.6 ) (36.4 ) (100.0) (63.6) (36.4) (100.0) (50.0 ) (500) ( 100.0) (30.0) (70.0) (100.0) (20.0) ( (80.0) (100.0) 
設 歳以

ス
タ

上 .;; 
無

14 14 28 17 II 28 20 8 28 16 12 28 10 18 28 4 24 28 
フ (50.0) (50.0) (100.0) (60.7) (39.3) (100.0) (71.4) (28.6) (100.0) (57.1 ) (42.9) (100.0) (35.7) (64.3) ( 100.0) (14.3) (85.7) (100.0) 

相
有

56 13 69 57 13 70 58 12 70 51 16 67 宇$36 32 68 19 49 68 
談 (81.2) (18.8) (100.0) (81.4) (18.6) (100.0) (82.9) (17.1 ) (100.0) (76.1 ) (23.9) (100.0) (529) (47.1 ) ( 100，0) (27.9) (72.1 ) (100.0) 

Jt 
ス
タ
.;; 

無
167 69 236 176 61 237 195 43 238 173 60 233 83 147 230 51 177 228 

フ (70.8) (29.2) (100.0) (74.3) (25.7) (100.0) (81.9) (18.1 ) (100，0) (74.2) (25.8) ( 100.0) (36.1 ) (63.9) (100.0) (22.4 ) (77.6 ) (100.0) 

NA，非該当は除く .**P<O.OI. *P<0.05 
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表15 リハビリ分野専門スタ yフの有無別

子の発i重援厨方法の指導

導

¥
¥

¥

齢

ベ
や
会
橡
年

不
¥
施
サ

2
歳
以
下
か
ら
一

3
歳
以
上

通

園

施

設

2
歳
以
下
か
ら

3
歳
以
上

小
規
模
通
園
施
設

あり

子の発達援助方法の指導

計

有

無ス
タ
ッ
フ

リ
ハ
ビ
リ

有

無ス
タ
ッ
フ

リ
ハ
ビ
リ

有

無ス
タ
ッ
フ

リ
ハ
ビ
リ

有

無ス
タ
ッ
フ

リ
ハ
ビ
リ

計

スス有
ビ
11 タ

JJ無

26 
(81.2) 

45 
(75.4 ) 

5 
(71.4) 

23 
(41.8) 

42 
(84.0) 

48 
(70.6) 

6 
(66.7) 

19 
(61.3) 

** 79 
(80.6) 

133 
(63.0) 

、1

，

し一

8

E

一
6

8

J

，H句
、

-

唱
E
目A
• 

白

〆

2
1

、

)

一

)

)

-

)

P
O

一

p
o
'
ーっ“
-

A

U

ド
4

一
2

8

g

8

一
8
6

つω
一

つi
U

R

U

-

-
-

(

一

(

(

-

(

20 
(29.4) 

3 
(33.3) 

12 
(38.7) 

19 
(19.4) 

78 
(37.0) 

32 
(100.0) 

57 
(100.0) 

7 
(100.0) 

55 
(100.0) 

50 
(100.0) 

68 
000.0) 

9 
000.0) 

31 
( 00.0) 

98 
(100.0) 

211 
(100.0) 

NA.非該当は除く， 料 P<0.01 

害IJ合が高い。介設のボランティア活用についてみると，

ボランティアの紹介はいずれもあまりなされていないよ

うである。

さらに通函対象年齢別にみると，通園施設ではいずれ

も有意な差はみられないが. 2歳児以下から受け入れて

いる施設の中で，医療費公費負担制度，家庭奉仕員制度，

そして介護ボランティアの紹介は.専門スタッフがいる筋

設においてなされている割合が高い。それl乙対し. 3歳

児以上を対象としている施設では専門スタッフの有無と

社会福祉サービスの紹介という家族への援助の有無とは

ほとんど関連しなし、。

一方，小規模通園施設では，特lζ2歳以下から受け入

れている施設において.専門スタッフが配置されている

場合，医療費公費負担制度，特別児童扶養手当，療育手

帳.身障者手帳の紹介は大多数でなされている。また家

庭奉仕員制度についても約7寄IJの施設で紹介が行なわれ

ている。それに対し 3歳児以上を対象とする施設では，

専門スタッフの有無と社会福祉サービスの紹介の有無と

表16 保健分野専門スタンフ有無別
栄養相談

開irt年¥ト齢¥ミhy俗フ¥談¥ 

栄 養 相 談

あり なし 5十

2 保 24 11 35 
歳 健 有 (68.6) (31.4) (100.0) 

通
以 ス
下 タ

30 24 54 か ソ‘ 無 (55.6) (44.4) (100.0) 園 り フ

施 保 10 6 16 3 健 有
(62.5) (37.5) (100.0) 

設
歳 ス
以 タ

19 27 46 
上

、ゾ 無
( 41.3) (58.7) (100.0) フ

2 保 24 12 36 
歳 健 有 (66.7) (33.3) 000.0) 
以 ス

規
下 タ

41 41 82 か ツ 無 (50.0) (50.0) 000.0) 模 り フ
通

保 6 14 園 8 
施

3 健 有 (57.1 ) (42.9) 000.0) 
き~又L 

歳 ス
以 タ

13 12 25 
上 ツ 無 (52.0) (48.0) (100.0) フ

保 ** 35 101 66 
健 有 (65.3) (34.7) (100.0) 

ili 
ス
タ

103 104 207 ツ 無 (49.8) (50.2) 000.0) フ

NA.非該当は除く，料 P<O.OI

は関連がない。

全体として，通園施設の場合も小規模通園施設の場合

も.2歳児以下から受け入れている施設において，専門ス

タッフを配置している施設に社会福祉サービスの紹介

がよくなされているといえよう。

次K親へのアドバイス，特lζ子どもの発達援助指導と

リハビリ分野の専門スタッフの有無(少なくとも理学療

法士，作業療法士，言語訓練士のいずれか一人がいる)

との関連をみたのが表15である。明らかにリハビリ分野

の専門スタッフがいる場合，親lζ対して子の発達援助の

方法を指噂している施設が多い。さらに通関対象年齢別

にみると，通園施設では有意な差はないもののいずれも

専門ス夕、ノ フが配置されている施設に指導がされている

乙とが多い。それに対し小規4お蚤図施設では.2歳児以下か

ら受け入れている施設で親に対する指導を行なっている

ことが多いが. 3歳児以上を対象とする施設では麦ーがな

し、。

表16は，保健分野の専門スタッフの有無(看護婦，保

(16) 
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健制のいづれか一人がL、る)と栄養相談の有無iζついて

みたものであるが.保健分野の専門スタッフが配位され

ている施設に栄3童相談が貌に対してなされている乙とか

明らかである。それを通国対象年齢別にみると ，通関施

設ではし、ずれも有意な差はないが，専門スタッフが配凶

されている施設で栄養相談が行なわれている割合か高L、。

小規模通園施設では，有意な差はないものの， 2歳児以

下から受け入れている施設において栄長相談がなされて

いる乙とが多いが， 3歳児以上を対象とする施設では違

いはみられない。

考察と今後の課題

以上の結果を慨箔すると，次のようにまとめる ζ とか

できょう。

第一lL，精神薄弱児通関施設にしても小規棋通凶施設

にしても O歳児を受け入れていると乙ろはほとんどない。

第二IL，母子通閣は小規模通園施設のほとんどで?吉時採

用しており，母子共の通闘が条件とな っている ζ とが多

L 、一方，精神I~~ ~~児通園施設では ， 通闘しはじめの頃を

除くと常時採用していると乙ろは少し、。第三11:，早期療

育Ir:必要な様々な分野の専門スタッフが繍っている施設

はあまり多くなく .特'r:相談スタッフ(心理判定n.臨

床心fl~療法士.社会福祉ケースワーカー)が配置されて

いる施設は少い。またi盛岡対象年鉛別にみると ，なか

でも 3歳児以ヒを対象としている施設よりも.2歳児以

下から受け入れている施設の方が専門スタッフを配何し

ている胞設が多い。第四IL，胞設が家族』ζ対して提供し

ている専門的援助(カウンセリング，社会街~Jtサーヒス

紹介，子育てに関する指導)は. 2歳児以下から受け入

れている施設では比較的なされているが， 3歳児以上を

対象としている胞設ではあまりなされていなし、。そして

第五Ir:，専門スタッフの有無と家族lζ対する援助の有無

との!刻速をみると，やはり点門スタッフがいる方が，家

族Ir:対して援助が行なわれている。

乙れらの結果から次のような問題点及び課題が指摘さ

れよう。

ます，早期療育として 3~長児以降の受け入れは定着し

てきているが，より早期の段階，特ILO綴児の段階の対

応がなされていないという点について与えてみると，近

年とみK一部精神発達遅滞児の診断が非常1ζ早期lLなさ

れている現状 例えば染色体異常の場合は出生とほほ

同時期に疑いがもたれ， 1ヶ月以内Ir:検台結果が出され，

診断が下されているーーからすると ，診断から早くても

l年以上もの問，チどもの発途を促す療育のみならず，両

貌の心理的衝墜に対しでも専門的対応がなされないまま

(17) 

1r:}i1(ii'1されている乙とになる。そのため，なかには診断iζ納

得がし、かずホスピタル・ゾヨ yピンク'C病院めぐり)をするよ

うになり ，そのとと!とよって子どもの発達を促すために

も12市なかっ7重要な時期をいたずらに過ごしてしまう ζ

と陀なる。 既jと療育法のかなり進んで-いる肢体不自由児

の通闘施設の場合.通園期間は診断直後から始められて

いるのK対し . 精神薄~~児i泊園施設の中には歩行ができ

るようになってから通園許可するという施設も少くない。

早期療育の早期とは診断後すぐIr:開始される療育と理解

すべきであろう。したがって早期療育のためには早期発

見から適切な診断そして適切な療育のシステム作り (上

出.1984)が緊要といえよう。

次lζ.母子通闘についてであるが，本来母子通園は千

どものみを対象とした援助から両親K対する援助 ・J旨導

という ，専門的援助を与える範開を個人から知子関係lと

まで広げたものであり.障害児をとりまく隙境Ir:視点を

置き ，ます母親への援助を行なったという大きな意義を持

っと身ゑられる。そしてζの母子通園のシステムは小規

模通凶施設に多くとり入れられている。しかしながら.

今さらに母親個人から家族全体にまで視野を広けた時，

母子通闘の対象は母線のみの指導が中心となる点や，ま

た母線も園児とともに通園するという乙とがともすれば

施設側の入手不足を補うための施設側の便利さからなさ

れるという危険性を持つがゆえに.障害児.障害児をも

っ家族，専門機関のあり方ILついて，ノー7 リゼーション

の立場から，再び.母子i溢園システムの内容が問いi宣され

る必要があるのではないだろうか。乙の乙とは現在の母

子i国閣の怠義を否定するものでない乙とはもちろんであ

る。しかし例えば..ii!i園施設の入閣の条件 (附黙の前提)

としてほ鋭が付添わなければ入凶できないとか，管埋主E

営 tきょうだいを巡れてくる乙とを禁止している湯合か

ある。乙の点Ir:ついては働く母線が増加していることを

巧-えた湯合，また現代社会は絞家族が中心となりつつも

地域の人間関係が総1専になっている状況で.き ょうだい

を家lζ置いておくととができない場合は明らかに通園す

ることが困難となってくる。また家庭にいる主婦であっ

ても付添いとして施設に通う乙とに頻繁に時間をとられ

るととか果して母綴本人Kしでも他の家族Wcしでも良

いζとかどうか考える余地があろう。保育機関での早期

療育の利点のーっとして 「もし下どもが l自のある部分

を家の外で過ζすならば.母鋭がその数時間解飲される

ととによって，彼と母親との関係は改善されるであろう。」

と指摘する専門家 (E.L.ラクロス， 1976)もいる。し

たがって現在行われている母子it!1闘がし、たずらに労力の

みが要求されているとすれば問題である。通園施設は単
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K門戸を開放していればよいという姿勢があるとすれば，

ノーマリゼーションの精神から精神発達遅滞児をもっ

家族への配慮を考えた場合，不完全な援助といえよう。

-f.j精神話事弱児辺国施設では逆IC母子通園を行っていな

い施設が多いが.との場合，親への援助や施設との聞の

コミュニケーションは十分なのだろうか。今回の援助の

有無κついての調査では，必ずしも援助が劣っていると

いう結果は出ていなかった。 しかし，援助の質や親の満

足度からすると問題があるかもしれなし、。そのためには.母

子通園の適切な頻度およびカリキュラムについて研究されね

ばならないだろう。 ζの乙とはノーマリゼーション実践

の上で重妥なー視点となろう。

一般に施設ではよfJ:門スタ yフがいないというのは悩み

の一つでもあるが，リハビリ専門スタ yフや相談業務を

担当するスタッフが少いのが目立つ。特IC両貌の桜々

な心理的問題，精神発達遅滞児をもっ家族をとりまく環

績調整などを行なう専門スタッフがいないという乙とはど

のような意味を持つのだろうか。精神発達遅滞児を成長

させていく上には精神発達遅滞児のみの療育ではなく .

家族への関わりが必要 (Cashdan，A. & D. M.JeHree， 

1966)であるという知見からみると，両親が抱く不安，

心理的衝撃を一斉IJも早く和らげるととが，両親のみなら

ず，障害児及びきょうだいにとり非常に重要である。と

すると，現在の胞設の状況では，子どもの能力を忠大限

iζ発達させたいと思う家族のニーズK十分K答えられな

いのではないだろうか。障害児の療育効果を高める上で

両親lζ対するカウンセリングは，個人カウンセリング，

クツレープカウンセリングの両方が個人のニーズIC合わせ

てとりまぜて行なわれる乙とが蚕要である(岩堂美智子，

1975)と指摘されている。

専門スタッフが配置されている場合は絞個人を対象と

した相談，及び親ク〉レープを対象とした相談の両方がな

されている乙とが多いが.専門スタッフが配置されてい

ない場合は，親の側から特別に相談があった時?とその時

その時個別IL行なっている乙とも少くない。乙れでは精

神発達遅滞児を受零し.家族の新たな組織化を進めてし、か

なければならない両親にとって，頼りない媛助ときわな

ければならないだろう。

また特IC今回の調査では三歳児以上を対象としている

精神薄弱児施設において，家族への対応があまり十分に

なされていないという点は，今後の通関施設の役刻を考

えるとき ，やはり家族のニーズに答える形で，なおかっ

ノーマリゼーションの立場から通園施設に新たに期待さ

れる役割を見iR:す必要があるのではないだろうか。すな

わち早期療育への見直しとともに，阿栽に対する対応が

( 18) 

必要と恩われる。

以上考察してきた問題点及び課題から.今後早期療育

をfEl.う通闘施設の期待される役割について私見を述べて

みたい。

通関施設はまず第一IL早期診断K直後結びついた療育

サービスがなされる機関である乙とが望まれる。新生児

期IL精神発達遅滞児と診断される乳児がし、る現実からす

ると当然のζ とく o..r児から受け入れる体制でなければ

ならないし.また精神発達遅滞児は新生児期K診断がつ

くとは限らず，したがって乳幼児期全体を通じて，新規

受け入れ体制が整い，それに添ったカリキュラムが用意

されていなければならない。

ζのように診断時期が特定化できないという ，精神発

達遅滞児の場合の発見 ・診断をめぐる複雑さはまた.そ

の両親が活用する援助サービスの未開発，及びサーヒス

利用の不自由さと結びつきやすL、。現在，精神発達遅滞

児をもっ家族K対し社会では機々な援助が，専門機関一

一例えば病院，保健所，児童相談所，社会福祉事務所，

通鋼施設，保育機関等 ーーにおいて一定の援助が提供さ

れている。 しかし.多くの場合援助は単発的にしか行な

われていなし、。乙の乙とは精神発達遅滞児をもっ家族と

いうそれらのサービスを利用する側からみれば，それら

のサービスを享受するためには，大きなエネJレギーを必

要とする乙とを意味する。先に述べたように，もともと

精神発達遅滞児をもっ両続は，障害児の世話や病院通い

等で多大な労力を必要とする。加えて必要なサービス

を享受するためにもエネルギーを必要としなければなら

ない。しかも両親にとり心理的IL困難をかかえている時

期にサービスは必要となるが，障害児をもっ乙とにかか

わる困難ILよって心型的エネルギーを貸してしまってい

るため，サービスを受けるというだけでも大変である。

乙のような状況を考えると ，現在の援助サービスのあり

f.jに疑問を考える。ノ ーマリゼーションの立場から考え

ると ，当該家族に対しては，子どもの療育のみならず適

切な環境調整がなされるためにも，適切な援助を受ける

ために，あちこちの機関を渡り歩くという両親の負担は

軽減される乙とが必要であろう。

精神発達遅滞児の場合.先』ζ挙げた専門機聞において

主たる責任を負う機関は現在存在しない。サービスの内

容によ ってそれぞれの機関がそれぞれの機能を担ってい

るにすぎなL、。すなわちそれら機関の聞には問題をかか

える家族に対して有機的な連携はなされていなL、。乙の

現状と.現在ある機関の任務を考えあわせると，診断か

ら即療育援助と結びついた新しい通闘施設がキー ・エー

ジェンシー(key-agency)となるととが，すなわち当咳
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家族を各機関に結びつける中心的役割を担う機関となる

のが望ましいと考える。なぜなら ，精神発達遅滞児及び

その家族を直接に全体として掌濯できる可能性は通園施

設だけだからである。通園施設以外の機関では，対象

や業務がより広く.精神発達遅滞児のみを対象としてい

るのではない。そのためよりきめの細かL、対応を行なわ

なければならないとしたならば，他の機関で新たな内容を

しかも効果的に行なう ζ とはなかなかむずかしいと考え

る。したがって通園施設が中心IC:置かれ，利用者はも っ

ぱら通園施設にかかわる乙とにより，様々なサービスが

手IC:入れられるようになることが望ましい。また施設倶11

からみれは¥当該家族の処遇をめぐり，他機関との有機

的な述携をとる必安ーが当然ある。そのためには最少限，

専門機関聞のネットワークの中心となる施設に必要な.

既IL指摘した専門スタ γ フ(相談分野スタ yフ，リハビ

リ分野スタッ 7，保健分野スタッフ)が必要であろう。

地戚ごとに.障害児の診断，療育を行い，かっ医療，

療育，保育機関のス←パービジョンやコンサルテーショ

ンを行っていく 「センタ一方式J(上出，1984)が提起さ

れているが，精神発達遅滞児にとって重要な乳幼児期の

聞は，当該家族iζ深く対応できる規模を考えると通園施

設で援助がなされる乙とが望ましいと思われる。したが

って年齢を超えたスーパーバイズ機能と， 機関lζ対して

コンサノレテーションを行う上位機関として「センター」

を位置づけたとしても.防害児をもっ両親にとって，将

来次々と山現する壁iζ対処できる盗勢を形成するために

重要な乳幼児期は，ネ y 卜ワークの中心的役割lを但う通

図施設の意義も減ずるものではない。乙のように機関の

スーノマービジョンとコンサノレテーシ ヲンをI旦うセンタ ー

と，降害児やその家族のきめ細かい直銭的援助及び他機

関ネ y 卜ワークのキー ・エージェンシ←としての通園筋

設をもっ早期療育システムを筆者は 「二重センタ一方式j

と呼ぶ。精神薄弱児の乳幼児期においては，このような

早期療育システムが必要であろう。

以上のような実践的課題とともに，ノーマリゼーショ

ンの立場からの研究課題として，まず家族lζ対する適切

な療育援助とともにいたずらな親への負担を軽減すると

いう後眼的視点でもって，あらゆる媛助が点検され，か

つまた適切な母子通園のあり方はどのようなものか，より

深く研究される必要がある。また両親IC:対する，家族を

めくる諸問題への対応lとしても，どのような効果が得ら

れているのかについて，すなわち療育や援助について家

族側lζ立った効果測定，あるいは媛助の質を高めるため

に，いつ，どのような介入が適切であるか，またそのた

めの資源を開発するなどの研究がなされる必要があろう。
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付記:調査に乙.協力下さ った施設の}J々に深く 謝意を表

します。本研究は， トヨタ財団昭和58年度研究助成を受

けて行なわれた。
、主

1 )障害乳児研究会の事務局は，現在本学部附属児童・

家庭相談所におかれている。代表:藤田弘子，事務

局長:辻野増枝。

文 献

ブuンストン， W.G. ノーマリゼーションの概念、と理

論， Koch， R. Dobson， J. C. (eds.)， The Mentally 

Retarded chzld and His Family. Mark Paterson. 

London (1976)所収。 CR.コッホ， J. C.ドブソン

編著，桜井芳郎他訳:精神遅滞児(者)の医療 ・教育

・福祉，岩崎学術出版社 535 -570 (1983)) 

Cashdan， A. & Jeffree， D. M. : The influence of 

the home background on the development of 

severely ，;ubnormal children， Brilish Journalol 

Medical Psychology， 39 C 4)， 313-318，(1966)。

岩堂美智子.障害児の治療教育と親の問題，大阪市立大

学生活科学部紀要，第23巻， 169-174 (1975) 

上出弘之:精神遅滞の早期発見と早期療育，臨床精神医

学.13 (6)， 699-703 C19白)

中村健二編・実践記録 ・生きる 「精神薄弱」第 l巻.母

親と家族， ドメス出版 (1975)

中村健三 :家践記録 ・生きる 「精神薄弱」耳11溢.ある実

践家の歩み， ドメス出版(l976)

中園康夫 iノ-7リゼーションの原理Jの起源とその

発展について一一特に初期の控論形成を中心として ， 

社会福祉学， 22-2号， 89-11 1 (1981) 

シルド， S.:精神遅滞児の家族， Koch， R. & Dobson， 

J. C. Ceds.) The Menta!ly Relarded Child and 

His ramily. Mark Paterson， Londan (l976)所4込
(R.コッホ，J. C.ドブソン編著，桜井芳郎他訳:精

神遅滞児(者)の医療・教育 ・倍祉，岩崎学術出版社，

498-508 (1983)) 

山口燕:養護学校と通園施設.精神薄弱者問題白書，

1971年版 79-88 

精神薄弱者問題白書， 1971年版， 1973年版，1975年版.

1976年版， 1980年版。

渡辺久子 .防害児と家族過程 一一悲表の仕事とライ フサ

イクノレ，加藤正日月・藤縄昭 ・小比木啓吾編，講E主家族

精神医学(3 )ライフサイクノレと家族の病理，弘文堂

233 254 C 1982) 

ラクロス ，E. L.:就学前教育の貢献，Koch， R. &Dob-

(19) 



-412- 社会福祉 学

son， J. C. (eds.)， The Mentally Retarded child 

and His Fanily. Mark Paterson. LondonCl976) 

所収。 (R.コッホ， J. C.ドブソン編著，桜井芳郎他

訳 精神遅滞児(者)の医療 ・教育・福祉， 岩崎学術

出版社， 359-367 (1983) 

(昭和59年11月6日受理)

Summary 

A mail questionnair survey was conducted in 1984 of training centers for mental retarded children 

in Japan. 

Samples were 154 public training centers and 159 community trainig centers. 

Results ar'e as follows. 

1. only a few training centers receive zero-year-old infants with mental retardation. 

2. there are few counsellers in order to support their parcnts at both training centers. 

3. therefore， they cannot support sufficient1y to overcome emotional. financial， and interpersonal 

struggles for families with mental retarded children. 

Consequentlly. training centers need to introduce early educational method of zero-year-old infants 

and promote to support their families. especially their parents， in order to lesson a burden on 

them. as soon as possi ble. 
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